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告

示

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

林
業
種
苗
法
に
よ
る
生
産
事
業
者
の
登
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

智
楽
フ
ォ
ー
ラ
ム

三

代
表
者
の
氏
名

村

岡

馨

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
分
市
金
池
南
二
丁
目
十
七
番
四
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
公
共
土
木
施
設
等
の
社
会
基
盤
を
利
用
す
る
市
民
及
び
社
会
基
盤
の
整
備
を
行
う
者
に

対
し
て
、
社
会
基
盤
整
備
の
目
的
と
効
果
の
周
知
や
担
い
手
確
保
の
た
め
の
広
報
活
動
、
地
域
課
題
に
関

す
る
研
究
な
ど
の
活
動
、
若
手
・
女
性
の
活
躍
拡
大
や
技
術
者
育
成
の
た
め
の
活
動
を
行
い
、
安
全
・
安

心
な
市
民
生
活
が
確
保
さ
れ
る
社
会
基
盤
の
整
備
と
維
持
管
理
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
分
県
告
示
第
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

大
分
障
害
者
雇
用
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

樋

口

克

己

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

別
府
市
大
字
内

千
三
百
九
十
三
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
就
労
に
ハ
ン
デ
ィ
を
持
つ
障
が
い
者
に
対
し
て
、
企
業
や
事
業
所
と
連
携
し
雇
用
の
場

の
創
出
や
能
力
開
発
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
障
が
い
者
の
雇
用
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
誰
で
も

が
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
支
え
合
い
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
・
共
生
社
会
の
実
現
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
分
県
告
示
第
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
西
大
在
店

大
分
市
角
子
南
一
丁
目
百
一

外

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
四
五
号

一

月

十

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
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〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

浅

田

俊

一

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
三
番
地

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
し
て
い
る
者
の
名
称

変
更
前

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
リ
ー
ス
株
式
会
社

変
更
後

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
株
式
会
社

４

変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
か
ら
同
年
五
月
十
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九

年
五
月
十
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
中
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
九
号

次
の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

宇
佐
市
安
心
院
町
山
ノ
口
字
今
畑
ノ
平
二
一
六
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
ウ
ト
三
六

二
番
、
三
六
七
番

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部

森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
宇
佐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
十
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産

事
業
者
の
登
録
を
行
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

登
録
番
号

南
二
三
号

二

生
産
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

河
野

聖
一
郎

佐
伯
市
長
島
町
四
丁
目
二
番
二
号

三

生
産
事
業
の
内
容

１

種
穂

採
取

２

苗
木

幼
苗
の
育
成
・
幼
苗
以
外
の
苗
木
の
育
成

四

事
業
所
の
所
在
地

佐
伯
市
長
島
町

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二


